
 

氷見市介護予防・日常生活支援総合事業 

第一号訪問事業（訪問介護相当サービス） 重要事項説明書 

 

あなた（ご利用者様）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説

明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

1.事業者 

運営主体の法人の概要は、次の通りです。 

法人名 有限会社マルチメディアネットワーク 

所在地 富山県富山市婦中町中名 1077 番地 7 

代表者氏名 代表取締役 福田 由美 

電話番号 076-465-1880 

 

2.事業所の概要 

 事業所の概要は、次の通りです。 

名称 富山県指定訪問介護事業所 コミュニティケア 

所在地 富山県高岡市太田伊勢領１５１１番地１３ 

運営 有限会社マルチメディアネットワーク 

管理者氏名 福田 由美 

事業者番号 1670500360 

電話番号 0766-45-0117 

FAX 番号 0766-45-0155 

 

3. 事業の目的と運営の方針 

＜目的＞ 

  要支援状態にある方または事業対象者であるご利用者様が、その有する能力に応じ、

可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確

保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、訪問介

護相当サービスを提供することを目的とします。 

＜運営の方針＞ 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他の関係法



令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福

祉サービス等と綿密な連携を図りながら、ご利用者様が要支援状態の維持若しくは

改善又は要介護状態となることの予防のため、適切なサービス提供に努めます。 

 

4. 従業者の職種、人数及び職務内容 

職種 職員体制 職務 

管理者 常勤   1 名 

事業所の授業者の管理及び業務の管理を

一元的に行います。 

 

サービス提供責任者 

 
常勤兼務 1 名 

事業所に対す指定訪問介護の利用の申し

込みに係る調整、訪問介護員に対する 

技術指導、訪問介護計画の策定などを行い

ます。 

訪問介護員 

常勤     1 名 

訪問介護の提供にあたります。 

非常勤  1 名 

事務員 常勤   1 名 必要な事務を行います。 

 

5.営業日及び営業時間 

 

営業日 

 

毎日 

営業時間 
午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分まで 

但し、営業時間以外であっても、ご依頼があれば対応致します。 

 

 

6.事業の実施区域 

氷見市の区域 

 

 

7. 利用の中止、変更、追加 

① 利用予定日の前日までに、ご利用者様の都合により、訪問介護サービスの利用を中

止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサ

ービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料をいただく場合があります。但しご利用者様の体調不良等の場合は、

この限りではありません。 

③ サービス利用の変更、追加申し出に対して、訪問介護員の稼動状況によりご利用

者様の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日をご利用者

様に提示して協議します。 



 

8.利用料金 

 別記に記載します。 

 

9.料金の支払い等 

 料金の支払期限と支払方法は、次の通りとします。 

支払方法 利用者様ご指定口座からの引落し 

収納機関 金融機関 各本支店 

引落し日 毎月 27 日に前月利用分を引落し 

書類手続き 利用開始時または変更時 

引落しできない場合 当社へ振込、もしくは、月末までに窓口まで現金持参 

 

 

10. 緊急時における対応 

指定訪問介護の提供を行っているときに、ご利用者様に病状の急変が生じた場合は、

すみやかに主治医への連絡を行い、管理者に報告します。 

 

11. 身体拘束  

介護サービスを提供するにあたって、当該利用者様または他の利用者様の生命また

は身体を保護するための緊急止むを得ない場合を除き、身体拘束、行動を制限する

行為を行ないません。 

 ①前項の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その他の利用者様の心身の

状況及び緊急を止むを得ない理由を記録することします。 

  ②身体拘束等の適正化のための対策を検討する会を 3 ヶ月に 1 回開催し、その結果に

ついて訪問介護員に周知徹底を図ります。また、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施します。 

 

12.虐待の防止策 

  利用者様の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項

を実施致します。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護

員に周知徹底を図ります。 

② 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

③ 前号に掲げる装置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

 

13.業務継続計画の策定等 

  感染症や非常災害の発生時において、利用者様に対する介護保険サービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画



（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な装置を

講じるものとする。 

① 事業者は、訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施します。 

② 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行います。  

 

14.損害賠償責任 

事業者及びサービス従事者の訪問介護サービスの実施にともなって、生じた損害に

ついて賠償する責任を負います。但し、ご利用者様にも故意または重大な過失が認

められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。 

 

15.守秘義務 

事業者及びサービス従事者は、訪問介護サービスで知り得たご利用者様及びそのご

家族様に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、サ

ービス提供終了後も継続します。 

 

16.サービスの第三者評価の実施状況について 

当事業所は、第三者評価を行っていません。 

 

17.相談・苦情及び連絡 

① 苦情処理の体制及び手順 

（ア） 提供したサービスに係るご利用者様及びご家族様（扶養者様）からの相談及び、

苦情を受ける窓口を設置します。 

 

（イ）苦情に円滑かつ適切に対応するため体制及び手順は以下のとおりとします。   

 

ご利用者様、ご家族様（扶養者様）からの苦情受付 

 

 

苦情内容の聞き取り及び把握・事実確認  

 

 

問題が生じた場合部署に苦情内容を伝達・検討会（問題点・対応等） 

 

 

管理者等施設の責任者に苦情内容、検討会の内容を報告  

 

 

苦情申し立て人に対しての説明、確認 

必要に応じ、行政（県、市町村）、関係機関に報告 

 



ご利用者様からの苦情に関して、市町村又は国民健康保険連合会が行う調査に協力

するとともに、市町村または国民健康保険連合会から指導または助言を受けた場合

においては、それに従って必要な改善を行います。 

 

② 相談・苦情申立の窓口 

相談・苦情受付窓

口 

 

窓口責任者 

 

団 恵子 

ご利用時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 

ご利用方法 
電 話 （0766）－45－0117  

ＦＡＸ （0766）－45－0155 

【当事業所以外の、相談や苦情などについての窓口は下記の通りとします。】 

氷見市福祉介護課 

氷見市鞍川１０６０ 
電話 （0766）－74－8111 

富山県国民健康保険団体連合会 

富山市下野９９５－３ 
電話 （076）－431－9833 

富山県福祉サービス運営適正化委員会 

富山市安住町５－２０ 
電話 （076）－432－3280 

 

18.記録の整備 

  ①職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備します。 

  ②ご利用者様に対する訪問サービスに関する記録を整備し、その完結の日から 5 年間保

存することとします。 

 

 

この規定は、 平成  29 年   4 月   1 日から施行する 

平成  31年   4 月  1 日  一部改定 

令和   1 年  10 月  1 日  一部改定 

令和   3年   4 月  1 日  一部改定 

令和   3年  10 月  1 日  一部改定 

令和   4年  10 月  1 日  一部改定 

令和   6年   4 月  1 日  一部改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



有限会社マルチメディアネットワーク 

指定訪問介護事業 コミュニティケア 

重要事項説明書別記 （令和 6 年 6 月 1 日改定） 

 

1. 利用料その他の費用の額  

あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたから

お支払いいただく「利用者負担金」は原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料

の 1 割、2 割または 3 割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを

利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

訪問介護相当サービス   

サービス内容 
個人負担の費用 

1 割 

週 1 回程度 1,176 円 

週 2 回程度 2,349 円 

週 2 回を超える程度 3,727 円 

標準的なサービス 287 円 

生活援助中心 45 分未満 179 円 

生活援助中心 45 分以上 220 円 

初回加算 200 円 

 

イ.加算について 

初回加算 1 月につき 200 円 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 総単位数の 24.5％ 

 

☆減算対象サービス 

 当事業所と同一敷地内に入居のご利用者様は、所定費用の 10％を減算させていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 



 

当事業所は、利用者へのサービス提供開始にあたり上記のとおり重要事項を説明しまし

た。 

 

令和    年    月   日 

事業者名 有限会社 マルチメディアネットワーク 

事業所名 訪問介護事業所 コミュニティケア 

管理者名 福田 由美 

 

説明者職 サービス提供責任者 

氏 名 団 恵子             

 

 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

 

令和   年    月    日  

 

 

  

住 所 

ご利用者様 

氏 名                  印   

 

 

                  

 

住 所  

署名代行者様 

氏 名                  印  

 

 

ご利用者様との関係                    

                                                          


